
送付時期
（生年月日により異なります）

年金請求書が送付される方
※年金を受け始める年齢は男女で異なります

① ２月下旬〜３月下旬 大正15年４月２日〜昭和17年４月１日生まれ

② ３月下旬〜４月下旬 昭和17年４月２日〜昭和23年４月１日生まれ

③ ４月下旬〜５月下旬 昭和23年４月２日〜昭和26年７月１日生まれ

④ ５月下旬〜６月下旬 昭和26年７月２日〜昭和30年10月１日生まれ【女性】
昭和26年７月２日〜昭和30年８月１日生まれ【男性】

⑤※ ６月下旬〜７月上旬
昭和30年10月２日〜昭和32年８月１日生まれ【女性】

大正15年４月１日以前生まれ
※国共済、地共済及び私学共済に加入した期間がある方は、生年月日に関係なく、⑤の時期にお送りします。

図表１　受給資格期間の短縮

図表2　年金請求書の送付スケジュール

こちらのQRコードからも入れます。

	 必要な期間25年
　これまで
	 資格期間15年の人

受けとれない

	 必要な期間10年に短縮！
　
	 資格期間15年の人

受けとれるようになった！
平成29年
8月1日から

検索厚生労働省　受給資格期間短縮

受
給
資
格
期
間
の
短
縮

今
年
８
月
か
ら
、
年
金
の
受
給
に
必
要
な
保
険
料
の

納
付
期
間
等
が
25
年
か
ら
10
年
に
短
縮
さ
れ
る
こ
と

に
な
り
ま
し
た
。こ
こ
で
は
、
新
た
に
受
給
対
象
者

と
な
っ
た
方
が
、
年
金
を
受
け
と
る
た
め
に
必
要
な

手
続
き
等
に
つ
い
て
説
明
し
ま
す
。

Part

1
新
た
に
年
金
を
受
け
と
れ
る
方
が 

増
え
ま
す

今
年
８
月
１
日
か
ら
政
府
の
社
会
保

障
・
税
一
体
改
革
の
一
環
と
し
て
、「
公

的
年
金
制
度
の
財
政
基
盤
及
び
最
低
保
障

機
能
の
強
化
等
の
た
め
の
国
民
年
金
法
等

の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
」が
施
行
さ
れ

ま
す
。年
金
を
受
け
と
れ
る
方
を
増
や
し
、

納
め
て
い
た
だ
い
た
年
金
保
険
料
を
で
き

る
だ
け
年
金
に
つ
な
げ
る
た
め
、
年
金
の

受
給
に
必
要
な
保
険
料
の
納
付
期
間
等
が

25
年
か
ら
10
年
に
短
縮
さ
れ
ま
す（
図
表

１
）。し

た
が
っ
て
、今
回
の
法
改
正
に
よ
り
、

保
険
料
を
納
め
た
期
間
等
が
10
年
以
上
の

方
は
、
新
た
に
年
金
の
給
付
の
対
象
と
な

り
ま
す
。

年
金
を
受
け
と
る
た
め
に
は
、
ど
の
よ

う
な
手
続
き
が
必
要
に
な
る
の
で
し
ょ
う

か
。
今
年
の
２
月
末
以
降
、
日
本
年
金
機

構
か
ら
対
象
者
の
方
に
対
し
、「
年
金
請

求
書
」が
送
付
さ
れ
て
お
り
、
７
月
ま
で

に
か
け
て
、
原
則
、
年
齢
の
高
い
方
か
ら

順
次
送
付
さ
れ
ま
す
。
生
年
月
日
や
性
別

教
え
て
！
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※実際は黄色の封筒
で送付されます

図表4　相談予約

図表3　年金請求書入り封筒

予約すると……
①	待ち時間なくスムーズに相談できます！
②	相談内容に応じた準備を整えたうえで、丁寧に対応します！

※お申込みの際は、年金手帳など基礎年金番号がわかるものをお手元に準備してください

ご不明な点や年金事務所への相談予約は「ねんきんダイヤル」まで。

　　0570-05-1165
050で始まる電話でおかけになる場合はTel.03-6700-1165
月曜日（月曜が休日の場合は、休日明けの初日）／8:30〜19:00
火〜金曜日／8:30〜17:15　第2土曜日／9:30〜16:00
◎土曜・日曜・祝日（第2土曜を除く）、12月29日から1月3日はご利用いただけません。
◎文書やFAXでの相談も可能です。詳しくは、日本年金機構のHPをご覧ください。

に
よ
っ
て
送
付
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
が
異
な
り

ま
す
の
で
、ご
確
認
く
だ
さ
い（
図
表
２
）。

ま
た
、
共
済
組
合
等
の
加
入
期
間
を
有
す

る
方
な
ど
に
つ
い
て
は
、
今
年
６
月
〜
７

月
に
か
け
て
送
付
さ
れ
ま
す
。

年
金
請
求
書
は
、
図
表
３
の
黄
色
の
封

筒
に
入
れ
ら
れ
お
手
元
に
届
き
ま
す
。
開

封
す
る
前
に
、
宛
名
欄
に
正
し
く
自
分
の

名
前
が
書
か
れ
て
あ
る
か
ご
確
認
を
お
願

い
し
ま
す
。
封
筒
の
中
に
は
、「
年
金
請

求
書（
国
民
年
金
・
厚
生
年
金
保
険
老
齢

給
付
）」が
入
っ
て
い
ま
す
。こ
ち
ら
に
は
、

日
本
年
金
機
構
で
管
理
・
把
握
し
て
い
る

加
入
履
歴
等
の
情
報
が
印
字
さ
れ
て
い
ま

す
の
で
、
そ
の
内
容
の
確
認
を
お
願
い
し

ま
す
。
そ
の
う
え
で
、
署
名
欄
や
電
話
番

号
、
年
金
の
受
取
口
座
な
ど
必
要
事
項
を

ご
記
入
く
だ
さ
い
。

認
し
、
相
談
内
容
に
応
じ
て
き
め
細
や
か

に
対
応
で
き
る
よ
う
に
準
備
し
ま
す（
図

表
４
）。
窓
口
に
お
越
し
の
際
は
、「
年
金

請
求
書
」の
ほ
か
に
、
住
民
票
や
戸
籍
謄

本
な
ど
必
要
な
書
類
を
お
持
ち
く
だ
さ

い
。
郵
送
で
提
出
さ
れ
る
場
合
も
必
要
な

書
類
を
忘
れ
ず
に
同
封
し
て
く
だ
さ
い
。

も
し
、
ご
本
人
が
窓
口
に
行
く
こ
と
が

で
き
な
い
場
合
は
、
代
理
人
が
提
出
す
る

年
金
請
求
書
は
、
お
近
く
の
年
金
事
務

所
や
街
角
の
年
金
相
談
セ
ン
タ
ー
の
相
談

窓
口
に
直
接
お
持
ち
い
た
だ
く
こ
と
も
で

き
ま
す
し
、郵
送
で
の
提
出
も
可
能
で
す
。

窓
口
で
の
手
続
き
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、

封
筒
の
下
部
に
記
載
さ
れ
て
い
る『
ね
ん

き
ん
ダ
イ
ヤ
ル
』に
お
電
話
し
て
、
相
談

日
時
を
事
前
に
予
約
し
て
い
た
だ
く
と
、

手
続
き
が
ス
ム
ー
ズ
に
運
び
ま
す
。
年
金

事
務
所
の
担
当
の
相
談
員
が
、
予
約
日
ま

で
に
予
約
の
あ
っ
た
方
の
年
金
記
録
を
確

こ
と
も
可
能
で
す
。
そ
の
場

合
は
、
委
任
状
の
作
成
を
お

願
い
し
ま
す
。

今
回
の
法
改
正
に
よ
り
、

日
本
年
金
機
構
か
ら
年
金
請

求
書
が
送
付
さ
れ
る
の
は
原

則
65
歳
以
上
の
方
が
対
象
と

な
り
ま
す
の
で
、
病
気
な
ど

に
よ
り
、
ご
本
人
が
自
ら
手

続
き
を
行
う
こ
と
が
困
難
な

ケ
ー
ス
も
少
な
く
な
い
こ
と

が
予
想
さ
れ
ま
す
。
ご
本
人

宛
に「
年
金
請
求
書
」が
届
い

た
こ
と
に
お
気
づ
き
に
な
っ

た
ご
家
族
や
、
介
護
施
設
職

員
の
方
は
、お
手
数
で
す
が
、

請
求
書
作
成
の
支
援
を
行
っ

て
い
た
だ
く
よ
う
に
お
願
い

し
ま
す
。

受
理
し
た
年
金
請
求
書
を

日
本
年
金
機
構
が
審
査
し
た

後
、「
年
金
証
書
」を
送
付
し

ま
す（
こ
の
年
金
証
書
の
発

行
に
は
、
年
金
請
求
書
の
ご
提
出
後
、
し

ば
ら
く
時
間
が
か
か
り
ま
す
）。
年
金
の

お
受
け
と
り
は
改
正
法
施
行
後
の
今
年
９

月
分
か
ら
で
、
翌
月
10
月
13
日
に
、
ご
指

定
の
口
座
に
年
金
が
振
り
込
ま
れ
ま
す
。

以
降
、
２
カ
月
分
の
年
金
を
偶
数
月
に
お

受
け
と
り
い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

手
続
き
が
遅
れ
た
場
合
、
年
金
は
５
年

間
の
時
効
の
範
囲
内
で
さ
か
の
ぼ
っ
て
お

年金を受けとれる！ 社会保険に入れる！

解説! 年金改革
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図表5　受給資格期間が10年に満たない場合の対応方法

今から保険料を
納付することができます
①任意加入
　最長70歳まで国民年金に任意加入することができます。
任意加入により受給資格期間が増え、年金を受け取れる場合が
あります。また、65歳までは年金額を増やすこともできます。

②保険料の後納
　国民年金に加入していても保険料を納めていない期間（未納期
間）は受給資格期間に含まれません。平成30年９月までであれ
ば過去５年間の未納保険料で、時効（２年）が成立しているもの
について保険料を後納することができます。

９年 10年

年金を受けとるために必要な資格期間（受給資格期間）の合計が 10 年以上（注）

受給資格期間の合計が 10 年未満（たとえば９年の場合）

年金を
受けとれる

年金を受けとれない

受給資格期間とは、以下の合計期間をいいます。
・ 国民年金保険料を納めた期間・免除された期間
・ サラリーマンの期間（厚生年金保険の加入期間）
・ 合算対象期間（カラ期間）

不足した１年分を
①任意加入
②保険料の後納
で対応

教えて!　受給資格期間の短縮
Part

1
受
け
と
り
い
た
だ
け
ま
す
。

10
年
に
満
た
な
い
方
に
は 

任
意
加
入
制
度
な
ど
の
救
済
措
置
も

一
方
、
年
金
の
保
険
料
を
納
め
た
期
間

等
が
10
年
に
満
た
な
い
方
は
、
残
念
な
が

ら
法
改
正
後
も
原
則
と
し
て
給
付
対
象
者

に
な
り
ま
せ
ん
。

し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
方
の
た
め
に
、

最
長
70
歳
ま
で
国
民
年
金
に
加
入
す
る
こ

と
が
で
き
る
国
民
年
金
の「
任
意
加
入
制

度
」や
、
保
険
料
を
後
か
ら
納
め
る
こ
と

が
で
き
る「
後
納
制
度
」と
い
う
制
度
が
あ

り
ま
す
。
後
納
制
度
と
は
平
成
27
年
10
月

か
ら
30
年
９
月
ま
で
の
時
限
措
置
で
、
過

去
５
年
間
の
未
納
保
険
料
で
、
時
効（
２

年
）が
成
立
し
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
納

付
で
き
る
制
度
で
す（
た
だ
し
、
老
齢
基

礎
年
金
の
受
給
権
を
持
っ
て
い
る
方
は
こ

の
制
度
を
利
用
で
き
ま
せ
ん
）。
こ
れ
ら

の
諸
制
度
を
活
用
し
て
、
年
金
の
保
険
料

を
納
め
た
期
間
等
を
10
年
以
上
に
す
る
こ

と
が
で
き
れ
ば
、
年
金
を
受
け
と
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。
詳
細
に
つ
い
て
は
図
表
５

を
ご
参
照
く
だ
さ
い
。

ま
た
、
海
外
に
住
ん
で
い
て
国
民
年
金

に
加
入
し
て
い
な
い
期
間
な
ど
、
年
金
の

額
に
は
反
映
さ
れ
な
い
も
の
の
、
年
金
を

受
け
と
る
た
め
に
必
要
な
資
格
期
間
の
計

算
に
は
含
ま
れ
る
期
間（
い
わ
ゆ
る「
カ
ラ

期
間
」）が
あ
る
場
合
は
、
年
金
を
受
け
と

れ
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
主
な「
カ
ラ

（注）年金を受けとるために必要な資格期間の合計が10年以上となるのは、平成29年8月以降です。
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図表6　老齢基礎年金

①		受給資格期間（年金を受けとるために必要な期間）
保険料を納めた期間と保険料を免除された期間※1が合わせて10年以上あること	
（平成29年8月1日から）

②		支給開始年齢
65歳（60歳からの繰上げ受給や、66歳以降の繰下げ受給も可能）。

■	年金額＝満額×　保険料を納めた月数+【保険料を免除された月数×（1/2〜7/8）】
※2

　　　　　　　　　　　　　　　　　　		480カ月（40年※3×12カ月）

■		平成29年度の満額＝77万9,300円	
（480カ月（40年×12カ月）保険料を納めた場合。物価や賃金に応じて毎年4月に改定）

■	繰上げ受給・繰下げ受給（昭和16年4月2日以後生まれの人（月単位））
・繰上げ受給（60歳から65歳前までに受給を開始）
　減額率＝0.5％×繰上げ請求月から65歳到達月の前月までの月数（最大30％減額）

・繰下げ受給（65歳以降に受給を開始。70歳まで）※4

　増額率＝0.7％×65歳到達月から繰下げ請求月の前月までの月数（最大42％増額）

支
給
要
件

※1　昭和61年3月31日以前に、強制加入期間とされていなかった期間などいわゆる「合算対象期間」を含む。
※2　保険料を免除された期間がある人は、免除の種類と基礎年金の国庫負担割合に応じて計算式が変わる。学生納付特例や納付猶予を利用した期間は、保険料を追納

しないと年金額には反映されない。
・保険料全額免除月数×1/2（平成21年3月以前の期間は1/3）
・保険料3/4免除月数×5/8（同1/2）
・保険料半額免除月数×3/4（同2/3）
・保険料1/4免除月数×7/8（同5/6）
たとえば、平成21年以降に20年間保険料を納付し、10年間全額免除、10年間半額免除を受けた人は、満額×（20年×12カ月+10年×12カ月×1/2＋10年
×12カ月×3/4）／480カ月＝満額×390カ月／480カ月として計算。

※3　昭和16年4月1日以前生まれの人は、生年月日に応じて短縮。
※4　平成29年８月１日に受給権が発生した場合は、以後５年の範囲内で繰下げ受給が可能。

年
金
額（
平
成
29
年
度
）

期
間
」は
次
の
と
お
り
で
す
。

１
．
サ
ラ
リ
ー
マ
ン（
厚
生
年
金
保
険
や

共
済
組
合
な
ど
の
加
入
者
）の
配
偶

者
で
国
民
年
金
に
任
意
加
入
し
な

か
っ
た
期
間（
昭
和
36
年
４
月
１
日

〜
昭
和
61
年
３
月
31
日
）

２
．
学
生
で
国
民
年
金
に
任
意
加
入
し
な

か
っ
た
期
間（
昭
和
36
年
４
月
１
日

〜
平
成
３
年
３
月
31
日
）

３
．
日
本
人
で
あ
っ
て
海
外
に
居
住
し
て

い
た
期
間
の
う
ち
、
国
民
年
金
に
任

意
加
入
し
な
か
っ
た
期
間（
昭
和
36

年
４
月
１
日
か
ら
）

４
．
昭
和
36
年
４
月
か
ら
昭
和
61
年
３
月

末
ま
で
の
間
に
脱
退
手
当
金
の
支
給

を
受
け
、
昭
和
61
年
４
月
か
ら
65
歳

ま
で
の
間
に
保
険
料
を
納
め
た
期
間

や
保
険
料
を
免
除
さ
れ
た
期
間
が
あ

る
場
合

今
後
、
日
本
年
金
機
構
で
は
、
新
た
に

年
金
給
付
の
対
象
と
な
っ
た
方
だ
け
で
な

く
、
年
金
の
保
険
料
を
納
め
た
期
間
等
が

10
年
に
満
た
な
い
方
に
も
、
年
内
を
め
ど

に
お
知
ら
せ
の
送
付
を
開
始
す
る
予
定
で

す
。年

金
の
額
は 

納
付
期
間
に
よ
っ
て
異
な
る

今
回
の
法
改
正
に
よ
り
、
保
険
料
を
10

年
間
納
め
れ
ば
年
金
を
受
け
と
る
こ
と
が

で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
が
、
我
が
国
に

お
い
て
は
、
法
律
に
よ
り
、
40
年
間
保
険

年金を受けとれる！ 社会保険に入れる！

解説! 年金改革
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　年金の受給資格期間の短縮が行われたこの機会に、自分の年金記録や将来の
見込額を調べてみましょう。年金記録や将来の見込額は、「ねんきんネット」を
利用すれば簡単に知ることができます。
「ねんきんネット」では、主に、①これまでの年金記録の確認、②年金見込額
の試算、③保険料免除・納付猶予申請書などの書類のかんたん作成、④追納・
後納が可能な月数や金額の確認などのサービスが、24時間いつでもインター
ネットで利用できます。
　初めて利用する場合は、「ねんきんネット」の「利用登録」から、ユーザーIDを
取得する必要があります。その際に必要なのは、「ネット接続環境下にあるパソ
コンもしくはスマートフォン、タブレット端末など」と「基礎年金番号」です。基
礎年金番号は、「年金手帳」や「年金証書」、平成28年度の誕生月に送付された
「ねんきん定期便」に記載されている10ケタの番号です。
　利用登録をすれば、「年金記録の一覧表示」で年金記録に誤りや漏れがない
かを確認したり、「年金見込額試算」を使って、将来もらえる見込額を知ること
ができます。
　あらかじめご自身の年金記録を確認しておけば、老後の生活設計を立てるこ
とができます。ぜひ、「ねんきんネット」をご活用ください。

PICK UP
 「ねんきんネット」で確認して

みましょう！

検索ねんきんネット

教えて!　受給資格期間の短縮
Part

1
料
を
納
付
す
る
こ
と
が
必
要
で
す
。ま
た
、

納
付
し
た
期
間
が
長
い
程
、
年
金
の
額
が

増
え
ま
す
の
で
、
老
後
を
安
心
し
て
過
ご

す
た
め
に
も
、
満
額
の
老
齢
基
礎
年
金
を

受
給
で
き
る
よ
う
40
年
間
保
険
料
を
納
付

し
て
い
た
だ
く
こ
と
が
大
切
で
す
。
経
済

的
事
情
に
よ
り
、
保
険
料
の
納
付
が
困
難

な
方
に
つ
い
て
は
、
保
険
料
の
免
除
制
度

等
も
あ
り
ま
す
の
で
、ご
活
用
く
だ
さ
い
。

具
体
的
な
年
金
額
を
見
て
み
ま
す
。
年

金
の
保
険
料
を
納
め
た
期
間
が
14
年
の
場

合
と
、
20
歳
か
ら
60
歳
に
な
る
ま
で
の
40

年
間
、
保
険
料
を
納
付
し
た
場
合
の
年
金

額
を
比
較
し
て
み
ま
す
。
40
年
間
納
付
し

た
場
合
は
、
老
齢
基
礎
年
金
を
満
額
受
け

と
る
こ
と
が
で
き
、
年
金
額
は
年
間
77
万

９
３
０
０
円（
月
額
６
万
４
９
４
１
円
）と

な
り
ま
す（
平
成
29
年
度
、
図
表
６
）。
一

方
、
14
年
間（
１
６
８
カ
月
）の
場
合
は
、

年
金
額
が
77
万
９
３
０
０
円（
満
額
）×

（
１
６
８
カ
月
÷
４
８
０
カ
月
）＝
約
27
万

２
７
５
５
円
と
な
り
、
月
額
に
す
る
と
約

２
万
２
７
２
９
円
。
40
年
間
納
付
し
た
場

合
の
半
分
以
下
の
年
金
し
か
受
け
と
る
こ

と
が
で
き
ま
せ
ん
。

そ
し
て
、
年
金
の
保
険
料
を
納
め
た
期

間
が
10
年
間（
１
２
０
カ
月
）で
、
老
齢
基

礎
年
金
の
受
給
要
件
を
ぎ
り
ぎ
り
満
た
す

ケ
ー
ス
で
は
さ
ら
に
少
な
く
な
り
、
年
額

が
77
万
９
３
０
０
円（
満
額
）×（
１
２
０

カ
月
÷
４
８
０
カ
月
）＝
約
19
万
４
８
２

５
円
、
月
額
で
は
約
1
万
６
２
３
５
円
に

な
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
、
保
険
料
を
納

め
た
期
間
に
応
じ
て
、
年
金
額
は
異
な
り

ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
今
回
の
法
改
正
後

も
、
40
年
間
、
年
金
を
し
っ
か
り
と
納
付

す
る
こ
と
が
大
切
で
す
。

ま
た
、
一
定
の
要
件
を
満
た
せ
ば
、
障

害
を
負
っ
た
場
合
は
障
害
年
金
が
、
亡
く

な
ら
れ
た
場
合
に
は
ご
遺
族
の
方
に
対
し

て
遺
族
年
金
が
支
給
さ
れ
ま
す
。

な
お
、
今
回
の
受
給
資
格
期
間
の
短
縮

は
、
老
齢
年
金
及
び
寡
婦
年
金
が
対
象
で

す
。
遺
族
年
金
や
障
害
年
金
を
受
け
と
る

た
め
の
要
件
は
こ
れ
ま
で
ど
お
り
で
変
更

は
あ
り
ま
せ
ん
。

最
近
、
高
齢
者
宅
を
中
心
に
、
日
本
年

金
機
構
を
か
た
る
電
話
が
発
生
し
て
い
る

こ
と
が
報
告
さ
れ
て
い
ま
す
。
今
回
の
法

改
正
の
件
で
、
年
金
請
求
書
を
ご
送
付
す

る
前
に
、
日
本
年
金
機
構
か
ら
お
電
話
を

す
る
こ
と
は
一
切
あ
り
ま
せ
ん
。「
年
金

請
求
書
を
送
付
す
る
か
ら
手
数
料
を
振
り

込
ん
で
ほ
し
い
」「
年
金
を
振
り
込
む
か
ら

金
融
機
関
の
口
座
を
教
え
て
ほ
し
い
」と

い
っ
た
不
審
な
電
話
が
か
か
っ
て
き
た
場

合
は
、
ま
ず
警
察
に
相
談
す
る
な
ど
、
く

れ
ぐ
れ
も
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

ご
不
明
な
点
や
相
談
の
予
約
は
、
お
気

軽
に『
ね
ん
き
ん
ダ
イ
ヤ
ル
』ナ
ビ
ダ
イ
ヤ

ル
０
５
７
０
―０
５
―１
１
６
５
ま
で
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
こ
の
機
会
に

「
ね
ん
き
ん
ネ
ッ
ト
」を
利
用
し
て
、
自
分

の
年
金
記
録
を
確
認
し
て
み
ま
し
ょ
う
。
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